
一 

 
 

 

成
年
被
後
見
人
の
選
挙
権
の
回
復
等
の
た
め
の
公
職
選
挙
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律 

 

（
公
職
選
挙
法
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

一 

削
除 

 
 

第
四
十
八
条
第
一
項
中
「
身
体
の
故
障
又
は
文
盲
」
を
「
心
身
の
故
障
そ
の
他
の
事
由
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
聴

い
て
、
」
の
下
に
「
投
票
所
の
事
務
に
従
事
す
る
者
の
う
ち
か
ら
」
を
加
え
、
「
そ
の
承
諾
を
得
て
」
を
削
る
。 

 
 

第
四
十
八
条
の
二
第
二
項
の
表
第
四
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
項
中
「
ま
で
」
の
下
に
「
及
び
前
条
第
二
項
」

を
加
え
る
。 

 
 

第
四
十
九
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 

９ 

不
在
者
投
票
管
理
者
は
、
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
選
定
し
た
者
を
投
票
に
立
ち
会
わ
せ
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法

に
よ
り
、
不
在
者
投
票
の
公
正
な
実
施
の
確
保
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
に
係
る
電
磁
的
記
録
式
投
票
機
を
用
い
て
行
う
投
票
方
法
等
の
特
例
に
関  
 



 

二 

す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
に
係
る
電
磁
的
記
録
式
投
票
機
を
用
い
て
行
う
投
票
方
法
等
の
特
例

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
七
条
第
一
項
中
「
身
体
の
故
障
又
は
文
盲
」
を
「
心
身
の
故
障
そ
の
他
の
事
由
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
及
び
第
四
項

中
「
聴
い
て
、
」
の
下
に
「
投
票
所
の
事
務
に
従
事
す
る
者
の
う
ち
か
ら
」
を
加
え
、
「
そ
の
承
諾
を
得
て
」
を
削
る
。 

 

（
日
本
国
憲
法
の
改
正
手
続
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

日
本
国
憲
法
の
改
正
手
続
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
四
条
及
び
第
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

第
四
条
及
び
第
五
条 

削
除 

 
 

第
二
十
二
条
第
一
項
中
「
（
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
投
票
権
を
有
し
な
い
者
を
除
く
。
）
」
を
削
る
。 

 
 

第
二
十
八
条
の
見
出
し
中
「
表
示
及
び
」
を
削
り
、
同
条
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
を
同
条
と
す
る
。 

 
 

第
三
十
五
条
中
「
（
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
投
票
権
を
有
し
な
い
者
を
除
く
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
削

る
。 

  
 



三 

 
 

第
四
十
一
条
の
見
出
し
中
「
表
示
及
び
」
を
削
り
、
同
条
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
を
同
条
と
す
る
。 

 
 

第
五
十
九
条
第
一
項
中
「
身
体
の
故
障
又
は
文
盲
」
を
「
心
身
の
故
障
そ
の
他
の
事
由
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
聴

い
て
、
」
の
下
に
「
投
票
所
の
事
務
に
従
事
す
る
者
の
う
ち
か
ら
」
を
加
え
、
「
そ
の
承
諾
を
得
て
」
を
削
る
。 

 
 

第
六
十
条
第
二
項
の
表
第
五
十
七
条
第
一
項
の
項
中
「
第
五
十
七
条
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
前
条
第
二
項
」
を
加
え
る
。 

 
 

第
六
十
一
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 

９ 

不
在
者
投
票
管
理
者
は
、
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
選
定
し
た
者
を
投
票
に
立
ち
会
わ
せ
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法

に
よ
り
、
不
在
者
投
票
の
公
正
な
実
施
の
確
保
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

附
則
第
二
条
第
二
項
中
「
第
五
条
中
「
市
町
村
長
」
と
あ
る
の
は
「
北
方
領
土
問
題
等
の
解
決
の
促
進
の
た
め
の
特
別
措

置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
五
号
。
以
下
「
特
別
措
置
法
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
法
務
大
臣
が
指
名
し
た
者
」
と
、
「
そ
の
市
町
村
に
本
籍
を
有
す
る
者
で
」
と
あ
る
の
は
「
特
別
措
置
法
第
十
一
条
第

一
項
に
規
定
す
る
北
方
地
域
に
本
籍
を
有
す
る
者
で
」
と
、
第
三
十
六
条
第
一
項
及
び
」
を
「
第
三
十
六
条
第
一
項
中
「
申

請
の
時
に
お
け
る
そ
の
者
の
本
籍
地
の
市
町
村
」
と
あ
る
の
は
「
申
請
の
時
に
お
い
て
北
方
領
土
問
題
等
の
解
決
の
促
進
の

た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
五
号
。
以
下
「
特
別
措
置
法
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条
第  
 



 

四 

一
項
の
規
定
に
よ
り
法
務
大
臣
が
指
名
し
た
者
が
長
で
あ
る
市
又
は
町
」
と
、
同
条
」
に
改
め
る
。 

 
 

 
附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
適
用
区
分
） 

第
二
条 

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
公
職
選
挙
法
の
規
定
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
公
共
団
体
の
議
会

の
議
員
及
び
長
の
選
挙
に
係
る
電
磁
的
記
録
式
投
票
機
を
用
い
て
行
う
投
票
方
法
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
規
定
及
び
附

則
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
会
議
員
の
選
挙
等
の
執
行
経
費
の
基
準
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百

七
十
九
号
）
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
後
に
そ
の
期
日
を
公
示
さ
れ
又
は
告
示

さ
れ
る
選
挙
、
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
及
び
日
本
国
憲
法
第
九
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
投
票
に
つ
い
て
適
用
し
、
施

行
日
ま
で
に
そ
の
期
日
を
公
示
さ
れ
又
は
告
示
さ
れ
た
選
挙
、
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
及
び
日
本
国
憲
法
第
九
十
五

条
の
規
定
に
よ
る
投
票
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 

（
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
） 

  
 



五 

第
三
条 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
七
十
四
条
第
八
項
中
「
身
体
の
故
障
又
は
文
盲
」
を
「
心
身
の
故
障
そ
の
他
の
事
由
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
七
十
四
条
の
四
第
三
項
中
「
身
体
の
故
障
若
し
く
は
文
盲
」
を
「
心
身
の
故
障
そ
の
他
の
事
由
」
に
、
「
禁

錮こ

」
を

「
禁
錮
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
身
体
の
故
障
又
は
文
盲
」
を
「
心
身
の
故
障
そ
の
他
の
事
由
」
に
、
「
禁

錮こ

」
を

「
禁
錮
」
に
改
め
る
。 

 

（
国
会
議
員
の
選
挙
等
の
執
行
経
費
の
基
準
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 

国
会
議
員
の
選
挙
等
の
執
行
経
費
の
基
準
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
十
三
条
の
二
第
一
項
中
「
第
十
八
条
」
を
「
次
項
及
び
第
十
八
条
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同

条
第
二
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
経
費
を
除
く
ほ
か
、
同
項
の
不
在
者
投
票
に
つ
い
て
、
不
在
者
投
票
管
理
者
が
市
町
村
の
選
挙
管

理
委
員
会
が
選
定
し
た
者
を
投
票
に
立
ち
会
わ
せ
る
た
め
に
要
す
る
経
費
の
額
は
、
一
日
に
つ
き
一
万
七
百
円
と
す
る
。 

 
 

第
十
六
条
及
び
第
十
七
条
第
一
項
中
「
及
び
第
十
三
条
の
二
第
一
項
」
を
「
並
び
に
第
十
三
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
」

に
改
め
る
。 

  
 



 

六 

 
（
農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

第
五
条 

農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
四
十
一
条
第
三
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

一 

削
除 

 

（
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

第
六
条 

市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
六
十
条
第
三
項
中
「
身
体
の
故
障
若
し
く
は
文
盲
」
を
「
心
身
の
故
障
そ
の
他
の
事
由
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
身

体
の
故
障
又
は
文
盲
」
を
「
心
身
の
故
障
そ
の
他
の
事
由
」
に
改
め
る
。 

 

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
七
条 

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に

お
け
る
こ
の
法
律
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

  

  
 



七 

 
 

 
 
 

理 

由 

 

成
年
被
後
見
人
の
選
挙
権
等
を
回
復
す
る
と
と
も
に
、
あ
わ
せ
て
、
選
挙
等
の
公
正
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
、
代
理
投
票

に
お
け
る
補
助
者
の
要
件
の
適
正
化
等
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 

 

  
 



九 

 
 

 

本
案
施
行
に
要
す
る
経
費 

 

本
案
施
行
に
要
す
る
経
費
と
し
て
は
、
衆
議
院
議
員
の
総
選
挙
又
は
参
議
院
議
員
の
通
常
選
挙
に
つ
い
て
約
二
億
二
千
百
万

円
の
見
込
み
で
あ
る
。 

  
 




